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平成２５年 ２月１４日   
（一部改正：平成２７年 １月 ６日）  
（一部改正：平成２７年 ４月 １日）  
（一部改正：平成２８年 ４月 １日）  
（一部改正：平成２９年 ４月 １日）  
（一部改正：平成３０年 ４月 １日） 

下関市福祉部介護保険課   
 
介護保険サービスの事業及び施設の基準等を定める条例の内容及

び運用について 
 

１．目的 
介護保険サービスの事業及び施設の基準等については、これまで国が一律

に定めておりましたが、地域主権改革の一環として、これらについては都道

府県又は市町村の条例により定めるよう介護保険法が改正されました。 
その法改正を受け、下関市では所要の条例の整備を行い、平成２５年４月

１日、平成２７年４月１日及び平成３０年４月１日より施行いたします。 
その内容及び運用については、以下にお示しするとおりですので、介護保

険サービスの事業及び施設の運営に当たっては、ご留意の上、適正にご対応

いただきますようお願い申し上げます。 
 
２．条例の名称 
  上記１の条例は下記ア～キ（平成２４年１２月２５日公布、平成２５年４

月１日施行）、ク・ケ（平成２６年１２月１８日公布、平成２７年４月１日施

行）及びコ（平成３０年３月３０日公布、平成３０年４月１日施行）のとお

りです。 
ア．下関市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等

を定める条例（平成２４年条例第７０号） 
イ．下関市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定

介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する
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基準等を定める条例（平成２４年条例第７１号） 
ウ．下関市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基

準等を定める条例（平成２４年条例第７２号） 
エ．下関市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並

びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支

援の方法に関する基準等を定める条例（平成２４年条例第７３号） 
オ．下関市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定

める条例（平成２４年条例第７４号） 
カ．下関市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準

を定める条例（平成２４年条例第７５号） 
キ．下関市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定

める条例（平成２４年条例第７６号） 
ク．下関市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定め

る条例（平成２６年条例第７８号） 
ケ．下関市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支

援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める

条例（平成２６年条例第７９号） 
コ．下関市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定め

る条例を定める条例（平成３０年条例第３４号） 
 

３．条例の内容 
各条例の内容については、条例骨子（資料１－１～１－１０）をご参照く

ださい。 
 
４．国の基準との突合 
  各条例の条文の配置は、基本的に国の基準（以下「基準省令」という。）に

準拠していますが、申請者の要件等、基準省令に定められていない事項も含

まれます。詳しくは、条例・省令番号突合表（資料２－１①～２－１０）を

ご参照ください。 
なお、条文の文言については、条例骨子において「基準省令どおり」とさ
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れている部分であっても、当該基準省令とは異なる場合があります。 
 
５．国の通知との関係 
  各条例は下関市が制定したものであり、基準省令の取扱いに係る通知等の

内容がそのまま自動的に各条例に適用されるものではありません。 
  これらの通知等については、下記（１）～（３）のとおり取り扱います。 
  なお、「基準省令の取扱いに係る通知等」については、資料３に例示してい

ますので、ご参照ください。 
 
（１）「基準省令どおり」のもの 

各条例に規定されている項目（基準省令にて定められていないものを除き

ます。）のうち下記（２）（３）以外のもの、すなわち条例骨子において「基

準省令どおり」とされているものの解釈・運用については、基準省令の取扱

いに係る通知等の内容を準用します。 
 
（２）非常災害対策 
  非常災害対策については、下記ア～ウのとおり取り扱います。 

なお、当該規定は、条文上は基準省令の内容を強化した「上乗せ規定」の

形態ですが、具体的には基準省令及びその解釈通知、その他山口県及び下関

市がこれまで取り組んできた防災強化策等により事業者の皆様に指導してき

た内容を明文化したものであり、条例の施行により事業者負担が増大するわ

けではありません。 
  また、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設

入所者生活介護については、非常災害対策について準用する条文が基準省令

とは異なり、避難、消火の訓練における地域住民の参加を得る連携努力につ

いての規定が上乗せされた形態となっておりますが、当該サービスは運営推

進会議が設置されているサービスであり、当該上乗せ規定の内容についても

既に取り組まれているものですので、条例の施行により事業者負担が増大す

るわけではありません。 
ア．指定居宅サービス、指定介護予防サービス、指定介護老人福祉施設、介
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護老人保健施設、介護医療院及び指定介護療養型医療施設における非常災

害対策については、当該各サービスの事業及び施設の基準等について定め

た山口県の条例と同内容の上乗せ規定であり、山口県の該当条例の取扱い

を準用します（下記※をご参照ください。）。 
イ．指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の

うち、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護及び介護予防認知症対

応型通所介護における非常災害対策については、山口県は指定地域密着型

サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの基準等に係る条例を制定

しておりませんが、上記アと同内容の上乗せ規定であり、その取扱いも上

記ア同様山口県の取扱いを準用します（下記※をご参照ください。）。 
ウ．指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の

うち、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型

特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、

看護小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護及び介護

予防認知症対応型共同生活介護における非常災害対策については、上記イ

と同内容の上乗せ規定に加えて、避難、消火の訓練における地域住民の参

加を得る連携努力を規定しています。 
上記イと同内容の上乗せ規定部分については、その取扱いも上記イと同

様山口県の取扱いを準用し（下記※をご参照ください。）、また、避難、消

火の訓練における地域住民の参加を得る連携努力に係る規定については、

基準省令の取扱いに係る通知等の内容を準用します（下記※※をご参照く

ださい。）。 
※山口県の取扱いについては、山口県公式ウェブサイトの下記コンテンツを

ご参照ください。 

・老人福祉施設等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（長寿

社会課関係）の施行について 

http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a13400/kijunjourei/dokujikaisyaku.html� 

・「福祉・医療施設防災マニュアル作成指針」について 

http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a13200/bousai-manual/bousai-manual.html� 

 ※※上記ウにおける「避難、消火の訓練における地域住民の参加を得る連携

http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a13400/kijunjourei/dokujikaisyaku.html
http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a13200/bousai-manual/bousai-manual.html
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努力に係る規定」の、条例における該当条項と、それに突合する基準省令

の条項は、それぞれ次のとおりです。 

 ・下関市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準

等を定める条例第１０３条第５項 

  →指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準（平

成１８年厚生労働省令第３４号）第８２条の２第２項 

・下関市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並び

に指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援

の方法に関する基準等を定める条例第６０条第５項 

  →指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指

定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の

方法に関する基準（平成１８年厚生労働省令第３６号）第５８条の２第

２項 

 

（３）指定介護老人福祉施設の１の居室定員（経過措置） 
  条例の施行時に存在する介護老人福祉施設の多床室については、基準省令

では条例の施行後に増築・改築した場合は個室にしなければなりませんが、

下関市においては、条例の施行後に増築・改築した場合であっても多床室と

して認めることとします（増築・改築により入所定員が増となった場合は、

その増となった員数に係る居室の部分を除く。）。当該介護老人福祉施設がそ

の指定を辞退し、地域密着型介護老人福祉施設を開設する場合も同様としま

す。 
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《資料１－１》 

「下関市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する

基準等を定める条例」骨子 

 
１．条例制定主旨 

地域主権改革による介護保険法（以下「法」という。）の一部改正に伴い、

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定めるも

の。 

 

２．内   容 

（１）事業の人員、設備及び運営に関する基準（制定根拠：法第４２条第１項

第２号並びに第７４条第１項及び第２項） 

  国の基準を基本とし、下記のとおり定める。 

 ア．基本とする国の基準（基準省令） 

  指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成１１

年厚生省令第３７号） 

  ※基準省令で定める基準に従うべき部分、基準省令で定める基準を標準と

すべき部分、基準省令で定める基準を参酌すべき部分が定められている

（法第４２条第２項及び第７４条第３項）。 

 イ．制定骨子 

基準省令 条例 

条 概要 条 概要 

第１０３条 

（非常災害

対策） 

具体的計画策定 
関係機関への通

報、連携体制の

整備 
これらの定期的

な従業者への周

知 
定期的な避難、

救出等の訓練の

実施 

第１１０条 

 

 

非常災害に対する必要な設備設置 
施設内防災計画（災害が発生した場合

における安全の確保のための体制及

び避難の方法等を定めた防災計画）の

策定 
関係機関への通報、連絡体制、利用者

の避難誘導体制の整備と、これらの定

期的な従業者、利用者等への周知 
市町村等との連携協力体制の整備 
非常災害に備えるための不断の注意

と訓練（避難、消火の訓練は、定期的

に実施） 
訓練の結果に基づく施設内防災計画

の検証見直し 

その他 基準省令どおり 

 

（２）申請者の要件（制定根拠：法第７０条第２項第１号） 

  法人であるものとする（条例第４条）。 

※介護保険法施行規則第１２６条の４の２で定める基準に従うべき部分

（法第７０条第３項）。 
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《資料１－２》 

「下関市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並び

に指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の

方法に関する基準等を定める条例」骨子 

 
１．条例制定主旨 

地域主権改革による介護保険法（以下「法」という。）の一部改正に伴い、

指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サ

ービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定め

るもの。 

 

２．内   容 

（１）事業の人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法

に関する基準（制定根拠：法第５４条第１項第２号並びに第１１５条の４第

１項及び第２項） 

  国の基準を基本とし、下記のとおり定める。 

 ア．基本とする国の基準（基準省令） 

  指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防

サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平

成１８年厚生労働省令第３５号） 

  ※基準省令で定める基準に従うべき部分、基準省令で定める基準を標準と

すべき部分、基準省令で定める基準を参酌すべき部分が定められている

（法第５４条第２項及び第１１５条の４第３項）。 

 イ．制定骨子 

基準省令 条例 

条 概要 条 概要 

第１２０条

の３ 

（非常災害

対策） 

具体的計画策定 
関係機関への通

報、連携体制の

整備 
これらの定期的

な従業者への周

知 
定期的な避難、

救出等の訓練の

実施 

第１２１条

の３ 

 

 

非常災害に対する必要な設備設置 
施設内防災計画（災害が発生した場合に

おける安全の確保のための体制及び避

難の方法等を定めた防災計画）の策定 
関係機関への通報、連絡体制、利用者の

避難誘導体制の整備と、これらの定期的

な従業者、利用者等への周知 
市町村等との連携協力体制の整備 
非常災害に備えるための不断の注意と

訓練（避難、消火の訓練は、定期的に実

施） 
訓練の結果に基づく施設内防災計画の

検証見直し 

その他 基準省令どおり 

 

（２）申請者の要件（制定根拠：法第１１５条の２第２項第１号） 

  法人であるものとする（条例第４条）。 

※介護保険法施行規則第１４０条の１７の２で定める基準に従うべき部分

（法第１１５条の２第３項）。  
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《資料１－３》 

「下関市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関
する基準等を定める条例」骨子 

 
１．条例制定主旨 

地域主権改革による介護保険法（以下「法」という。）の一部改正に伴い、
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定め
るもの。 

 
２．内   容 
（１）事業の人員、設備及び運営に関する基準（制定根拠：法第７８条の４第
１項及び第２項） 

  国の基準を基本とし、下記のとおり定める。 
 ア．基本とする国の基準（基準省令） 
  指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成

１８年厚生労働省令第３４号） 
  ※基準省令で定める基準に従うべき部分、基準省令で定める基準を標準と

すべき部分、基準省令で定める基準を参酌すべき部分が定められている
（法第７８条の４第３項）。 

 イ．制定骨子   
基準省令 条例 

条 概要 条 概要 

第１３２条

第１項第１

号イ 

（地域密着

型介護老人

福祉施設に

おける１の

居室の定

員） 

〔経過措置〕 

平成２３年厚

生労働省令第

１２７号附則

第4条 

１人（必要と認

められる場合は

２人） 
〔経過措置〕 

条例施行前：４人以

下 

条例施行後：既存施

設は４人以下（条例

施行後に増築・改築

された部分を除く） 

第１５４条

第１項第１

号ア 

〔経過措置〕 

附則第１８項 

附則第１９項 

１人（必要と認められる場合は２人） 
〔経過措置〕 

既存施設は４人以下（条例施行後に増築・改築

された部分を除く） 

既存の介護老人福祉施設が指定を辞退して、地

域密着型介護老人福祉施設を開設する場合は

４人以下 

第３２条 

第８２条の

２ 

（非常災害

対策） 

具体的計画策定 
関係機関への通

報、連携体制の

整備 
これらの定期的

な従業者への周

知 
定期的な避難、

救出等の訓練の

実施と、その際

の地域住民の参

加を得る連携努

力※ 

第６０条の

１５ 

第１０３条 

非常災害に対する必要な設備設置 
施設内防災計画（災害が発生した場合

における安全の確保のための体制及

び避難の方法等を定めた防災計画）の

策定 
関係機関への通報、連絡体制、利用者

の避難誘導体制の整備と、これらの定

期的な従業者、利用者等への周知 
市等との連携協力体制の整備 
非常災害に備えるための不断の注意

と訓練（避難、消火の訓練は、定期的

に実施し、その際に地域住民の参加を

得る連携努力※※） 
訓練の結果に基づく施設内防災計画

の検証見直し 

その他 基準省令どおり 

   ※下線部は基準省令第８２条の２のみ（小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共
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同生活介護、看護小規模多機能型居宅介護）。 

   ※二重下線部は条例第１０３条のみ（小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同

生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入

所者生活介護、看護小規模多機能型居宅介護）。 

 
（２）地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行う事業の入所定員（制
定根拠：法第７８条の２第１項（２９人以下の範囲で条例で定める。）） 

  ２９人以下とする（条例第１５１条）。 
 
（３）申請者の要件（制定根拠：法第７８条の２第４項第１号） 
  法人又は病床を有する診療所を開設している者（看護小規模多機能型居宅

介護に限る。）であるものとする（条例第４条）。 
※介護保険法施行規則第１３１条の１０の２で定める基準に従うべき部分
（法第７８条の２第５項）。  



10 
 

《資料１－４》 

「下関市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び

運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のため

の効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例」骨子 

 
１．条例制定主旨 

地域主権改革による介護保険法（以下「法」という。）の一部改正に伴い、

指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地

域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関

する基準等を定めるもの。 

 

２．内   容 

（１）事業の人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法

に関する基準（制定根拠：法第１１５条の１４第１項及び第２項） 

  国の基準を基本とし、下記のとおり定める。 

 ア．基本とする国の基準（基準省令） 

  指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定

地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法

に関する基準（平成１８年厚生労働省令第３６号） 

  ※基準省令で定める基準に従うべき部分、基準省令で定める基準を標準と

すべき部分、基準省令で定める基準を参酌すべき部分が定められている

（法第１１５条の１４第３項）。 

 イ．制定骨子 
基準省令 条例 

条 概要 条 概要 

第３０条 

第５８条の

２ 

（非常災害

対策） 

具体的計画策定 
関係機関への通

報、連携体制の

整備 
これらの定期的

な従業者への周

知 
定期的な避難、

救出等の訓練の

実施と、その際

の地域住民の参

加を得る連携努

力※ 

第３１条 

第６０条 

 

非常災害に対する必要な設備設置 
施設内防災計画（災害が発生した場合

における安全の確保のための体制及

び避難の方法等を定めた防災計画）の

策定 
関係機関への通報、連絡体制、利用者

の避難誘導体制の整備と、これらの定

期的な従業者、利用者等への周知 
市等との連携協力体制の整備 
非常災害に備えるための不断の注意

と訓練（避難、消火の訓練は、定期的

に実施し、その際に地域住民の参加を

得る連携努力※） 
訓練の結果に基づく施設内防災計画

の検証見直し 

その他 基準省令どおり 

   ※下線部は基準省令第５８条の２、条例第６０条のみ（介護予防小規模多機能型居

宅介護、介護予防認知症対応型共同生活介護）。 

 

（２）申請者の要件（制定根拠：法第１１５条の１２第２項第１号） 

  法人であるものとする（条例第４条）。 

※介護保険法施行規則第１４０条の２７の２で定める基準に従うべき部分

（法第１１５条の１２第３項）。  
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《資料１－５》 

「下関市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準

等を定める条例」骨子 

 
１．条例制定主旨 

地域主権改革による介護保険法（以下「法」という。）の一部改正に伴い、

指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定めるもの。 

 

２．内   容 

（１）施設の人員、設備及び運営に関する基準（制定根拠：法第８８条第１項

及び第２項） 

  国の基準を基本とし、下記のとおり定める。 

 ア．基本とする国の基準（基準省令） 

  指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準（平成１１年厚

生省令第３９号） 

  ※基準省令で定める基準に従うべき部分、基準省令で定める基準を参酌す

べき部分が定められている（法第８８条第３項）。 

 イ．制定骨子 

基準省令 条例 

条 概要 条 概要 

第３条第１

項第１号イ 

（１の居室

の定員） 

〔経過措置〕 

平成２３年厚

生労働省令第

１２７号附則

第３条 

１人（必要と認

められる場合は

２人） 
〔経過措置〕 

条例施行前：４人以

下 

条例施行後：既存施

設は４人以下（条例

施行後に増築・改築

された部分を除く） 

第５条第１

項第１号ア 

〔経過措置〕 

附則第１４項 

１人（必要と認められる場合は２人） 
〔経過措置〕 

既存施設は４人以下（条例施行後に定員が増と

なった場合、その増となった員数に係る居室の

部分を除く） 

第２６条 

（非常災害

対策） 

具体的計画策定 
関係機関への通

報、連携体制の

整備 
これらの定期的

な従業者への周

知 
定期的な避難、

救出等の訓練の

実施 

第３１条 

 

 

非常災害に対する必要な設備設置 
施設内防災計画（災害が発生した場合

における安全の確保のための体制及

び避難の方法等を定めた防災計画）の

策定 
関係機関への通報、連絡体制、入所者

の避難誘導体制の整備と、これらの定

期的な従業者、入所者等への周知 
市町村等との連携協力体制の整備 
非常災害に備えるための不断の注意

と訓練（避難、消火の訓練は、定期的

に実施） 
訓練の結果に基づく施設内防災計画

の検証見直し 

その他 基準省令どおり 

 

（２）入所定員（制定根拠：法第８６条第１項（３０人以上の範囲で条例で定

める。）） 

  ３０人以上とする（条例第３条）。 
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《資料１－６》 

「下関市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関す

る基準を定める条例」骨子 

 
１．条例制定主旨 

地域主権改革による介護保険法（以下「法」という。）の一部改正に伴い、

介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定めるも

の。 

 

２．内   容 

（１）施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準（制定根拠：法第９

７条第１項から第３項） 

  国の基準を基本とし、下記のとおり定める。 

 ア．基本とする国の基準（基準省令） 

  介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準（平成１

１年厚生省令第４０号） 

※療養室、診察室、機能訓練室の施設基準及び医師、看護師の人員基準を

除く（療養室、診察室、機能訓練室の施設基準及び医師、看護師の人員

基準は、基準省令で定められている。）。 

※基準省令で定める基準に従うべき部分、基準省令で定める基準を参酌す

べき部分が定められている（法第第９７条第４項）。 

 イ．制定骨子 

基準省令 条例 

条 概要 条 概要 

第２８条 

（非常災害

対策） 

具体的計画策定 
関係機関への通

報、連携体制の

整備 
これらの定期的

な従業者への周

知 
定期的な避難、

救出等の訓練の

実施 

第３１条 

 

 

非常災害に対する必要な設備設置 
施設内防災計画（災害が発生した場合

における安全の確保のための体制及

び避難の方法等を定めた防災計画）の

策定 
関係機関への通報、連絡体制、入所者

の避難誘導体制の整備と、これらの定

期的な従業者、入所者等への周知 
市町村等との連携協力体制の整備 
非常災害に備えるための不断の注意

と訓練（避難、消火の訓練は、定期的

に実施） 
訓練の結果に基づく施設内防災計画

の検証見直し 

その他 基準省令どおり 
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《資料１－７》 

「下関市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基

準を定める条例」骨子 

 
１．条例制定主旨 

地域主権改革による健康保険法等の一部を改正する法律附則第１３０条の

２第１項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第２６条の規

定による改正前の介護保険法（以下「旧法」という。）の一部改正に伴い、指

定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定めるもの。 

 

２．内   容 

（１）施設の人員、設備及び運営に関する基準（制定根拠：旧法第１１０条第

１項及び第２項） 

  国の基準を基本とし、下記のとおり定める。 

 ア．基本とする国の基準（基準省令） 

  指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準（平成１１年

厚生省令第４１号） 

※新規に指定を受ける事業所のみに適用される規定を除く（指定介護療養

型医療施設は、平成２４年４月１日時点で指定を受けているもののみ認

められており、新規指定は行われない。）。 

  ※基準省令で定める基準に従うべき部分、基準省令で定める基準を参酌す

べき部分が定められている（旧法第１１０条第３項）。 

 イ．制定骨子 

基準省令 条例 

条 概要 条 概要 

第２７条 

（非常災害

対策） 

具体的計画策定 
関係機関への通

報、連携体制の

整備 
これらの定期的

な従業者への周

知 
定期的な避難、

救出等の訓練の

実施 

第３０条 

 

 

非常災害に対する必要な設備設置 
施設内防災計画（災害が発生した場合

における安全の確保のための体制及

び避難の方法等を定めた防災計画）の

策定 
関係機関への通報、連絡体制、入院患

者の避難誘導体制の整備と、これらの

定期的な従業者、入院患者等への周知 
市町村等との連携協力体制の整備 
非常災害に備えるための不断の注意

と訓練（避難、消火の訓練は、定期的

に実施） 
訓練の結果に基づく施設内防災計画

の検証見直し 

その他 基準省令どおり 
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《資料１－８》 

「下関市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等

を定める条例」骨子 

 
１．条例制定主旨 

地域主権改革による介護保険法（以下「法」という。）の一部改正に伴い、

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定めるもの。 

 

２．内   容 

（１）事業の人員及び運営に関する基準（制定根拠：法第４７条第１項第１号

並びに第８１条第１項及び第２項） 

  国の基準を基本とし、下記のとおり定める。 

 ア．基本とする国の基準（基準省令） 

  指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準（平成１１年厚生

省令第３８号） 

  ※基準省令で定める基準に従うべき部分、基準省令で定める基準を参酌す

べき部分が定められている（法第４７条第２項及び第８１条第３項）。 

 イ．制定骨子 

  基準省令どおりとする。 

 

（２）申請者の要件（制定根拠：法第７９条第２項第１号） 

  法人であるものとする（条例第３条）。 

※介護保険法施行規則第１３２条の３の２で定める基準に従うべき部分

（法第７９条第３項）。 
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《資料１－９》 

「下関市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護

予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基

準等を定める条例」骨子 

 
１．条例制定主旨 

地域主権改革による介護保険法（以下「法」という。）の一部改正に伴い、

指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る

介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定めるもの。 

 

２．内   容 

（１）事業の人員及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関す

る基準（制定根拠：第５９条第１項第１号並びに第１１５条の２４第１項及

び第２項） 

  国の基準を基本とし、下記のとおり定める。 

 ア．基本とする国の基準（基準省令） 

  指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係

る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成１８年厚生労

働省令第３７号） 

  ※基準省令で定める基準に従うべき部分、基準省令で定める基準を参酌す

べき部分が定められている（第５９条第２項及び第１１５条の２４第３

項）。 

 イ．制定骨子 

  基準省令どおりとする。 

 

（２）申請者の要件（制定根拠：法第１１５条の２２第２項第１号） 

  法人であるものとする（条例第３条）。 

※介護保険法施行規則第１４０条の３４の２で定める基準に従うべき部分

（法第１１５条の２２第３項）。 
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《資料１－１０》 

「下関市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準

を定める条例を定める条例」骨子 

 
１．条例制定主旨 

介護保険法（以下「法」という。）の一部改正※により介護医療院が創設さ

れることに伴い、介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準

を定めるもの。 

※「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する

法律」（平成２９年法律第５２号） 

 

２．内   容 

（１）施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準（制定根拠：法第１

１１条第１項から第３項） 

  国の基準を基本とし、下記のとおり定める。 

 ア．基本とする国の基準 

  介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準（平成３０年厚

生労働省令第５号。以下「基準省令」という。）のうち、療養室、診察室、

処置室及び機能訓練室の施設基準並びに医師及び看護師の人員基準を除く

部分。 

  ※療養室、診察室、処置室及び機能訓練室の施設基準並びに医師及び看護

師の人員基準は、基準省令で定められている。 

※基準省令で定める基準に従うべき部分、基準省令で定める基準を参酌す

べき部分が定められている（法第第１１１条第４項）。 

 イ．制定骨子 

基準省令 条例 

条 概要 条 概要 

第３２条 

（非常災害

対策） 

具体的計画策定 
関係機関への通

報、連携体制の

整備 
これらの定期的

な従業者への周

知 
定期的な避難、

救出等の訓練の

実施 

第３２条 

 

 

非常災害に対する必要な設備設置 
施設内防災計画（災害が発生した場合

における安全の確保のための体制及

び避難の方法等を定めた防災計画）の

策定 
関係機関への通報、連絡体制、入所者

の避難誘導体制の整備と、これらの定

期的な従業者、入所者等への周知 
市町村等との連携協力体制の整備 
非常災害に備えるための不断の注意

と訓練（避難、消火の訓練は、定期的

に実施） 
訓練の結果に基づく施設内防災計画

の検証見直し 

その他 基準省令どおり 
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《資料２－１①》 

条例・省令条番号突合表（指定居宅サービス等条例）① 

 
※条例（指定居宅サービス等条例） 
＝下関市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成２４年条例第７０号） 

※基準省令 
＝指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成１１年厚生省令第３７号） 
 

 
 

 
  

条例 基準省令 ｻｰﾋﾞｽ名 条例 基準省令 ｻｰﾋﾞｽ名 条例 基準省令 ｻｰﾋﾞｽ名
第１条 第５８条 第五十三条の二 訪問入浴 第１３４条 第百八条 通所介護

第５９条 第五十四条 訪問入浴 第１３５条 第百九条 通所介護
第２条 第二条 第６０条 第五十五条 訪問入浴 第１３６条 第百十条 通所リハ
第３条 第三条 第６１条 第五十六条 訪問入浴 第１３７条 第百十一条 通所リハ
第４条 第６２条 第五十七条 訪問入浴 第１３８条 第百十二条 通所リハ
第５条 第四条 訪問介護 第６３条 第五十八条 訪問入浴 第１３９条 第百十三条 通所リハ
第６条 第五条 訪問介護 第６４条 第五十九条 訪問看護 第１４０条 第百十四条 通所リハ
第７条 第六条 訪問介護 第６５条 第六十条 訪問看護 第１４１条 第百十五条 通所リハ
第８条 第七条 訪問介護 第６６条 第六十一条 訪問看護 第１４２条 第百十六条 通所リハ
第９条 第八条 訪問介護 第６７条 第六十二条 訪問看護 第１４３条 第百十七条 通所リハ
第１０条 第九条 訪問介護 第６８条 第六十三条 訪問看護 第１４４条 第百十八条 通所リハ
第１１条 第十条 訪問介護 第６９条 第六十四条 訪問看護 第１４５条 第百十八条の二 通所リハ
第１２条 第十一条 訪問介護 第７０条 第六十六条 訪問看護 第１４６条 第百十九条 通所リハ
第１３条 第十二条 訪問介護 第７１条 第六十七条 訪問看護 第１４７条 第百二十条 短期入所
第１４条 第十三条 訪問介護 第７２条 第六十八条 訪問看護 第１４８条 第百二十一条 短期入所
第１５条 第十四条 訪問介護 第７３条 第六十九条 訪問看護 第１４９条 第百二十二条 短期入所
第１６条 第十五条 訪問介護 第７４条 第七十条 訪問看護 第１５０条 第百二十三条 短期入所
第１７条 第十六条 訪問介護 第７５条 第七十一条 訪問看護 第１５１条 第百二十四条 短期入所
第１８条 第十七条 訪問介護 第７６条 第七十二条 訪問看護 第１５２条 第百二十五条 短期入所
第１９条 第十八条 訪問介護 第７７条 第七十三条 訪問看護 第１５３条 第百二十六条 短期入所
第２０条 第十九条 訪問介護 第７８条 第七十三条の二 訪問看護 第１５４条 第百二十七条 短期入所
第２１条 第二十条 訪問介護 第７９条 第七十四条 訪問看護 第１５５条 第百二十八条 短期入所
第２２条 第二十一条 訪問介護 第８０条 第七十五条 訪問リハ 第１５６条 第百二十九条 短期入所
第２３条 第二十二条 訪問介護 第８１条 第七十六条 訪問リハ 第１５７条 第百三十条 短期入所
第２４条 第二十三条 訪問介護 第８２条 第七十七条 訪問リハ 第１５８条 第百三十一条 短期入所
第２５条 第二十四条 訪問介護 第８３条 第七十八条 訪問リハ 第１５９条 第百三十二条 短期入所
第２６条 第二十五条 訪問介護 第８４条 第七十九条 訪問リハ 第１６０条 第百三十三条 短期入所
第２７条 第二十六条 訪問介護 第８５条 第八十条 訪問リハ 第１６１条 第百三十四条 短期入所
第２８条 第二十七条 訪問介護 第８６条 第八十一条 訪問リハ 第１６２条 第百三十五条 短期入所
第２９条 第二十八条 訪問介護 第８７条 第八十二条 訪問リハ 第１６３条 第百三十六条 短期入所
第３０条 第二十九条 訪問介護 第８８条 第八十二条の二 訪問リハ 第１６４条 第百三十七条 短期入所
第３１条 第二十九条の二 訪問介護 第８９条 第八十三条 訪問リハ 第１６５条 第百三十八条 短期入所
第３２条 第三十条 訪問介護 第９０条 第八十四条 居宅療養 第１６６条 第百三十九条 短期入所
第３３条 第三十一条 訪問介護 第９１条 第八十五条 居宅療養 第１６７条 第百三十九条の二 短期入所
第３４条 第三十二条 訪問介護 第９２条 第八十六条 居宅療養 第１６８条 第百四十条 短期入所
第３５条 第三十三条 訪問介護 第９３条 第八十七条 居宅療養 第１６９条 第百四十条の二 短期入所
第３６条 第三十四条 訪問介護 第９４条 第八十八条 居宅療養 第１７０条 第百四十条の三 短期入所
第３６条の２ 第三十四条の二 訪問・新設 第９５条 第八十九条 居宅療養 第１７１条 第百四十条の四 短期入所
第３７条 第三十五条 訪問介護 第９６条 第九十条 居宅療養 第１７２条 第百四十条の五 短期入所
第３８条 第三十六条 訪問介護 第９７条 第九十条の二 居宅療養 第１７３条 第百四十条の六 短期入所
第３９条 第三十六条の二 訪問介護 第９８条 第九十一条 居宅療養 第１７４条 第百四十条の七 短期入所
第４０条 第三十七条 訪問介護 第９９条 第九十二条 通所介護 第１７５条 第百四十条の八 短期入所
第４１条 第三十八条 訪問介護 第１００条 第九十三条 通所介護 第１７６条 第百四十条の九 短期入所
第４２条 第三十九条 訪問介護 第１０１条 第九十四条 通所介護 第１７７条 第百四十条の十 短期入所
第４２条の２ 第三十九条の二 共生・新設 第１０２条 第九十五条 通所介護 第１７８条 第百四十条の十一 短期入所
第４２条の３ 第三十九条の三 共生・新設 第１０３条 第九十六条 通所介護 第１７９条 第百四十条の十一の二 短期入所
第４３条 第四十条 訪問介護 第１０４条 第九十七条 通所介護 第１８０条 第百四十条の十二 短期入所
第４４条 第四十一条 訪問介護 第１０５条 第九十八条 通所介護 第１８０条 第百四十条の十二 短期入所
第４５条 第四十二条 訪問介護 第１０６条 第九十九条 通所介護 第１８１条 第百四十条の十三 短期入所
第４６条 第四十二条の二 訪問介護 第１０７条 第百条 通所介護 第１８１条の２ 第百四十条の十四 共生・新設

第４７条 第四十三条 訪問介護 第１０８条 第百一条 通所介護 第１８１条の３ 第百四十条の十五 共生・新設

第４８条 第四十四条 訪問入浴 第１０９条 第百二条 通所介護 第１８４条 第百四十条の二十八 短期入所
第４９条 第四十五条 訪問入浴 第１１０条 第百三条 通所介護 第１８２条 第百四十条の二十六 短期入所
第５０条 第四十六条 訪問入浴 第１１１条 第百四条 通所介護 第１８３条 第百四十条の二十七 短期入所
第５１条 第四十七条 訪問入浴 第１１１条の２ 第百四条の二 通所介護 第１８４条 第百四十条の二十八 短期入所
第５２条 第四十八条 訪問入浴 第１１２条 第百四条の三 通所介護 第１８５条 第百四十条の二十九 短期入所
第５３条 第四十九条 訪問入浴 第１１３条 第百五条 通所介護 第１８６条 第百四十条の三十 短期入所
第５４条 第五十条 訪問入浴 第１１４条 第百五条の二 共生・新設 第１８７条 第百四十条の三十一 短期入所
第５５条 第五十一条 訪問入浴 第１１５条 第百五条の三 共生・新設 第１８８条 第百四十条の三十二 短期入所
第５６条 第五十二条 訪問入浴 第１３２条 第百六条 通所介護 第１８９条 第百四十一条 短期療養
第５７条 第五十三条 訪問入浴 第１３３条 第百七条 通所介護 第１９０条 第百四十二条 短期療養

条例・省令条番号突合表（指定居宅サービス等条例）①

（趣旨：基準省令と異なる）

（申請者：基準省令規定なし）

第一条（趣旨：条例と異なる）
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《資料２－１②》 

条例・省令条番号突合表（指定居宅サービス等条例）② 

 
※条例（指定居宅サービス等条例） 
＝下関市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成２４年条例第７０号） 

※基準省令 
＝指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成１１年厚生省令第３７号） 
 

 
  

条例 基準省令 ｻｰﾋﾞｽ名 条例 基準省令 ｻｰﾋﾞｽ名
第１９１条 第百四十三条 短期療養 第２５２条 第百九十六条 用具貸与
第１９２条 第百四十四条 短期療養 第２５３条 第百九十七条 用具貸与
第１９３条 第百四十五条 短期療養 第２５４条 第百九十八条 用具貸与
第１９４条 第百四十六条 短期療養 第２５５条 第百九十九条 用具貸与
第１９５条 第百四十七条 短期療養 第２５６条 第百九十九条の二 用具貸与
第１９６条 第百四十八条 短期療養 第２５７条 第二百条 用具貸与
第１９７条 第百四十九条 短期療養 第２５８条 第二百一条 用具貸与
第１９８条 第百五十条 短期療養 第２５９条 第二百二条 用具貸与
第１９９条 第百五十一条 短期療養 第２６０条 第二百三条 用具貸与
第２００条 第百五十二条 短期療養 第２６１条 第二百四条 用具貸与
第２０１条 第百五十三条 短期療養 第２６２条 第二百四条の二 用具貸与
第２０２条 第百五十四条 短期療養 第２６３条 第二百五条 用具貸与
第２０３条 第百五十四条の二 短期療養 第２６４条 第二百五条の二 用具貸与
第２０４条 第百五十五条 短期療養 第２６５条 第二百六条 用具貸与
第２０５条 第百五十五条の二 短期療養 第２６６条 第二百七条 用具販売
第２０６条 第百五十五条の三 短期療養 第２６７条 第二百八条 用具販売
第２０７条 第百五十五条の四 短期療養 第２６８条 第二百九条 用具販売
第２０８条 第百五十五条の五 短期療養 第２６９条 第二百十条 用具販売
第２０９条 第百五十五条の六 短期療養 第２７０条 第二百十一条 用具販売
第２１０条 第百五十五条の七 短期療養 第２７１条 第二百十二条 用具販売
第２１１条 第百五十五条の八 短期療養 第２７２条 第二百十三条 用具販売
第２１２条 第百五十五条の九 短期療養 第２７３条 第二百十四条 用具販売
第２１３条 第百五十五条の十 短期療養 第２７４条 第二百十四条の二 用具販売
第２１４条 第百五十五条の十の二 短期療養 第２７５条 第二百十五条 用具販売
第２１５条 第百五十五条の十一 短期療養 第２７６条 第二百十六条 用具販売
第２１６条 第百五十五条の十二 短期療養 附則第１項 附則第一条
第２１７条 第百七十四条 特定施設 附則第２項 附則第三条
第２１８条 第百七十五条 特定施設 附則第３項 附則第六条
第２１９条 第百七十六条 特定施設 附則第４項 附則第七条
第２２０条 第百七十七条 特定施設 附則第５項 附則第八条
第２２１条 第百七十八条 特定施設 附則第６項 附則第九条
第２２２条 第百七十九条 特定施設 附則第７項 附則第十条
第２２３条 第百八十条 特定施設 附則第８項 附則第十一条
第２２４条 第百八十一条 特定施設 附則第９項 附則第十二条
第２２５条 第百八十二条 特定施設 附則第１０項 附則第十三条
第２２６条 第百八十三条 特定施設 附則第１１項 附則第十四条 新設
第２２７条 第百八十四条 特定施設 附則第１２項 附則第十五条 新設
第２２８条 第百八十五条 特定施設 附則第１３項 附則第十六条 新設
第２２９条 第百八十六条 特定施設 附則第１４項 Ｈ１２第３７号附則（第二項）

第２３０条 第百八十七条 特定施設 附則第１５項 Ｈ１４第１４号附則（第二項）

第２３１条 第百八十八条 特定施設 附則第１６項 Ｈ１５第２８号附則第三条
第２３２条 第百八十九条 特定施設 附則第１７項

第２３３条 第百九十条 特定施設 附則第１８項

第２３４条 第百九十一条 特定施設 附則第１９項 Ｈ１７第１０４号附則（第二項）

第２３５条 第百九十一条の二 特定施設 附則第２０項

第２３６条 第百九十一条の三 特定施設 附則第２１項

第２３７条 第百九十二条 特定施設 附則第２２項 Ｈ１８第３３号附則第二条
第２３８条 第百九十二条の二 特定施設 附則第２３項 Ｈ１８第３３号附則第三条
第２３９条 第百九十二条の三 特定施設 附則第２４項 Ｈ１８第３３号附則第五条
第２４０条 第百九十二条の四 特定施設 附則第２５項

第２４１条 第百九十二条の五 特定施設 附則第２６項

第２４２条 第百九十二条の六 特定施設 Ｈ２９第１４

第２４３条 第百九十二条の七 特定施設 号附則第２項

第２４４条 第百九十二条の八 特定施設 Ｈ２９第１４

第２４５条 第百九十二条の九 特定施設 号附則第３項

第２４６条 第百九十二条の十 特定施設
第２４７条 第百九十二条の十一 特定施設
第２４８条 第百九十二条の十二 特定施設
第２４９条 第百九十三条 用具貸与
第２５０条 第百九十四条 用具貸与
第２５１条 第百九十五条 用具貸与

条例・省令条番号突合表（指定居宅サービス等条例）②

を意味する。

条例又は基準省令改正により追加された附則に
ついて「Ｈ○○第△△号」とあるのは、それぞれ
「平成○○年条例第△△号」

Ｈ１５第２８号附則第四条

Ｈ１７第１３９号附則第二条

Ｈ２３第１０６号附則第二条

「平成○○年厚生（労働）省令第△△号」

Ｈ２７第４号附則第二条

Ｈ２７第４号附則第四条
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《資料２－２①》 

条例・省令条番号突合表（指定介護予防サービス等条例）① 

 
※条例（指定介護予防サービス等条例） 
＝下関市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のため

の効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例（平成２４年条例第７１号） 
※基準省令 
＝指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果

的な支援の方法に関する基準（平成１８年厚生労働省令第３５号） 

 

 

  

条例 基準省令 ｻｰﾋﾞｽ名 条例 基準省令 ｻｰﾋﾞｽ名 条例 基準省令 ｻｰﾋﾞｽ名
第１条 第７９条 第七十八条 訪問リハ 第１５２条 第百五十一条 短期入所

第８０条 第七十九条 訪問リハ 第１５３条 第百五十二条 短期入所
第２条 第二条 第８１条 第八十条 訪問リハ 第１５４条 第百五十三条 短期入所
第３条 第三条 第８２条 第八十一条 訪問リハ 第１５５条 第百五十四条 短期入所
第４条 第８３条 第八十二条 訪問リハ 第１５６条 第百五十五条 短期入所
第４８条 第四十六条 訪問入浴 第８４条 第八十三条 訪問リハ 第１５７条 第百五十六条 短期入所
第４９条 第四十七条 訪問入浴 第８５条 第八十四条 訪問リハ 第１５８条 第百五十七条 短期入所
第５０条 第四十八条 訪問入浴 第８６条 第八十五条 訪問リハ 第１５９条 第百五十八条 短期入所
第５１条 第四十九条 訪問入浴 第８７条 第八十六条 訪問リハ 第１６０条 第百五十九条 短期入所
第５１条の２ 第四十九条のニ 訪問入浴 第８８条 第八十七条 居宅療養 第１６１条 第百六十条 短期入所
第５１条の３ 第四十九条の三 訪問入浴 第８９条 第八十八条 居宅療養 第１６２条 第百六十一条 短期入所
第５１条の４ 第四十九条の四 訪問入浴 第９０条 第八十九条 居宅療養 第１６３条 第百六十二条 短期入所
第５１条の５ 第四十九条の五 訪問入浴 第９１条 第九十条 居宅療養 第１６４条 第百六十三条 短期入所
第５１条の６ 第四十九条の六 訪問入浴 第９２条 第九十一条 居宅療養 第１６５条 第百六十四条 短期入所
第５１条の７ 第四十九条の七 訪問入浴 第９３条 第九十二条 居宅療養 第１６５条の２ 第百六十五条 共生型
第５１条の８ 第四十九条の八 訪問入浴 第９４条 第九十三条 居宅療養 第１６５条の３ 第百六十六条 共生型
第５１条の９ 第四十九条の九 訪問入浴 第９５条 第九十四条 居宅療養 第１６６条 第百七十九条 短期入所
第５１条の１０ 第四十九条の十 訪問入浴 第９６条 第九十五条 居宅療養 第１６７条 第百八十条 短期入所
第５１条の１１ 第四十九条の十一 訪問入浴 第１１７条 第百十六条 通所リハ 第１６８条 第百八十一条 短期入所
第５１条の１２ 第四十九条の十ニ 訪問入浴 第１１８条 第百十七条 通所リハ 第１６９条 第百八十二条 短期入所
第５１条の１３ 第四十九条の十三 訪問入浴 第１１９条 第百十八条 通所リハ 第１７０条 第百八十三条 短期入所
第５２条 第五十条 訪問入浴 第１１９条の２ 第百十八条の二 通所リハ 第１７１条 第百八十四条 短期入所
第５２条の２ 第五十条の二 訪問入浴 第１１９条の３ 第百十八条の三 通所リハ 第１７２条 第百八十五条 短期入所
第５２条の３ 第五十条の三 訪問入浴 第１２０条 第百十九条 通所リハ 第１７３条 第百八十六条 短期療養
第５３条 第五十一条 訪問入浴 第１２１条 第百二十条 通所リハ 第１７４条 第百八十七条 短期療養
第５４条 第五十二条 訪問入浴 第１２１条の２ 第百二十条の二 通所リハ 第１７５条 第百八十八条 短期療養
第５５条 第五十三条 訪問入浴 第１２１条の３ 第百二十条の三 通所リハ 第１７６条 第百八十九条 短期療養
第５５条の２ 第五十三条の二 訪問入浴 第１２１条の４ 第百二十条の四 通所リハ 第１７７条 第百九十条 短期療養
第５５条の３ 第五十三条の三 訪問入浴 第１２２条 第百二十一条 通所リハ 第１７８条 第百九十一条 短期療養
第５５条の４ 第五十三条の四 訪問入浴 第１２３条 第百二十二条 通所リハ 第１７９条 第百九十二条 短期療養
第５５条の５ 第五十三条の五 訪問入浴 第１２４条 第百二十三条 通所リハ 第１８０条 第百九十三条 短期療養
第５５条の６ 第五十三条の六 訪問入浴 第１２５条 第百二十四条 通所リハ 第１８１条 第百九十四条 短期療養
第５５条の７ 第五十三条の七 訪問入浴 第１２６条 第百二十五条 通所リハ 第１８２条 第百九十五条 短期療養
第５５条の８ 第五十三条の八 訪問入浴 第１２７条 第百二十六条 通所リハ 第１８３条 第百九十六条 短期療養
第５５条の９ 第五十三条の九 訪問入浴 第１２８条 第百二十七条 通所リハ 第１８４条 第百九十七条 短期療養
第５５条の１０ 第五十三条の十 訪問入浴 第１２９条 第百二十八条 短期入所 第１８５条 第百九十八条 短期療養
第５５条の１１ 第五十三条の十一 訪問入浴 第１３０条 第百二十九条 短期入所 第１８６条 第百九十九条 短期療養
第５６条 第五十四条 訪問入浴 第１３１条 第百三十条 短期入所 第１８７条 第二百条 短期療養
第５８条 第五十六条 訪問入浴 第１３２条 第百三十一条 短期入所 第１８８条 第二百一条 短期療養
第５９条 第五十七条 訪問入浴 第１３３条 第百三十二条 短期入所 第１８９条 第二百二条 短期療養
第６０条 第五十八条 訪問入浴 第１３４条 第百三十三条 短期入所 第１９０条 第二百三条 短期療養
第６１条 第五十九条 訪問入浴 第１３５条 第百三十四条 短期入所 第１９１条 第二百四条 短期療養
第６２条 第六十条 訪問入浴 第１３６条 第百三十五条 短期入所 第１９２条 第二百五条 短期療養
第６３条 第六十一条 訪問入浴 第１３７条 第百三十六条 短期入所 第１９３条 第二百六条 短期療養
第６４条 第六十二条 訪問看護 第１３８条 第百三十七条 短期入所 第１９４条 第二百七条 短期療養
第６５条 第六十三条 訪問看護 第１３９条 第百三十八条 短期入所 第１９５条 第二百八条 短期療養
第６６条 第六十四条 訪問看護 第１４０条 第百三十九条 短期入所 第１９６条 第二百九条 短期療養
第６７条 第六十五条 訪問看護 第１４０条の２ 第百三十九条の二 短期入所 第１９７条 第二百十条 短期療養
第６８条 第六十六条 訪問看護 第１４１条 第百四十条 短期入所 第１９８条 第二百十一条 短期療養
第６９条 第六十七条 訪問看護 第１４２条 第百四十一条 短期入所 第１９９条 第二百十二条 短期療養
第７０条 第六十九条 訪問看護 第１４３条 第百四十二条 短期入所 第２００条 第二百十三条 短期療養
第７１条 第七十条 訪問看護 第１４４条 第百四十三条 短期入所 第２０１条 第二百十四条 短期療養
第７２条 第七十一条 訪問看護 第１４５条 第百四十四条 短期入所 第２０２条 第二百十五条 短期療養
第７３条 第七十二条 訪問看護 第１４６条 第百四十五条 短期入所 第２０３条 第二百三十条 特定施設
第７４条 第七十三条 訪問看護 第１４７条 第百四十六条 短期入所 第２０４条 第二百三十一条 特定施設
第７５条 第七十四条 訪問看護 第１４８条 第百四十七条 短期入所 第２０５条 第二百三十二条 特定施設
第７６条 第七十五条 訪問看護 第１４９条 第百四十八条 短期入所 第２０６条 第二百三十三条 特定施設
第７７条 第七十六条 訪問看護 第１５０条 第百四十九条 短期入所 第２０７条 第二百三十四条 特定施設
第７８条 第七十七条 訪問看護 第１５１条 第百五十条 短期入所 第２０８条 第二百三十五条 特定施設

条例・省令条番号突合表（指定介護予防サービス等条例）①

（趣旨：基準省令と異なる）

（申請者：基準省令規定なし）

第一条（趣旨：条例と異なる）
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《資料２－２②》 

条例・省令条番号突合表（指定介護予防サービス等条例）② 

 
※条例（指定介護予防サービス等条例） 
＝下関市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のため

の効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例（平成２４年条例第７１号） 
※基準省令 
＝指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果

的な支援の方法に関する基準（平成１８年厚生労働省令第３５号） 

 

 

  

条例 基準省令 ｻｰﾋﾞｽ名 条例 基準省令 ｻｰﾋﾞｽ名
第２０９条 第二百三十六条 特定施設 附則第１項 附則第一条
第２１０条 第二百三十七条 特定施設 附則第２項 附則第二条
第２１１条 第二百三十八条 特定施設 附則第３項 附則第三条
第２１２条 第二百三十九条 特定施設 附則第４項 附則第四条
第２１３条 第二百四十条 特定施設 附則第５項 附則第六条
第２１４条 第二百四十一条 特定施設 附則第６項 附則第七条
第２１５条 第二百四十二条 特定施設 附則第７項 附則第八条
第２１６条 第二百四十三条 特定施設 附則第８項 附則第九条
第２１７条 第二百四十四条 特定施設 附則第９項 附則第十条
第２１８条 第二百四十五条 特定施設 附則第１０項 附則第十一条
第２１９条 第二百四十六条 特定施設 附則第１１項 附則第十二条
第２２０条 第二百四十七条 特定施設 附則第１２項 附則第十三条
第２２１条 第二百四十八条 特定施設 附則第１３項 附則第十五条
第２２２条 第二百四十九条 特定施設 附則第１４項 附則第十六条
第２２３条 第二百五十条 特定施設 附則第１５項 附則第十八条
第２２４条 第二百五十一条 特定施設 附則第１６項

第２２５条 第二百五十二条 特定施設 附則第１７項

第２２６条 第二百五十三条 特定施設 附則第１８項 附則第十九条
第２２７条 第二百五十四条 特定施設 附則第１９項 附則第二十条
第２２８条 第二百五十五条 特定施設 附則第２０項 附則第二十一条
第２２９条 第二百五十六条 特定施設 Ｈ２９第１５

第２３０条 第二百五十七条 特定施設 号附則第２項

第２３１条 第二百五十八条 特定施設 Ｈ２９第１５

第２３２条 第二百五十九条 特定施設 号附則第３項

第２３３条 第二百六十条 特定施設 Ｈ２９第１５

第２３４条 第二百六十一条 特定施設 号附則第４項

第２３５条 第二百六十二条 特定施設 Ｈ２９第１５

第２３６条 第二百六十三条 特定施設 号附則第５項

第２３７条 第二百六十四条 特定施設 Ｈ２９第１５

第２３８条 第二百六十五条 用具貸与 号附則第６項

第２３９条 第二百六十六条 用具貸与 Ｈ２９第１５

第２４０条 第二百六十七条 用具貸与 号附則第７項

第２４１条 第二百六十八条 用具貸与 Ｈ２９第１５

第２４２条 第二百六十九条 用具貸与 号附則第８項

第２４３条 第二百七十条 用具貸与 Ｈ２９第１５

第２４４条 第二百七十一条 用具貸与 号附則第９項

第２４５条 第二百七十二条 用具貸与 Ｈ３０第２９

第２４６条 第二百七十三条 用具貸与 号附則第２項

第２４７条 第二百七十四条 用具貸与
第２４８条 第二百七十五条 用具貸与
第２４９条 第二百七十六条 用具貸与
第２５０条 第二百七十七条 用具貸与
第２５１条 第二百七十八条 用具貸与
第２５２条 第二百七十八条の二 用具貸与
第２５３条 第二百七十九条 用具貸与
第２５４条 第二百八十条 用具貸与
第２５５条 第二百八十一条 用具販売
第２５６条 第二百八十二条 用具販売
第２５７条 第二百八十三条 用具販売
第２５８条 第二百八十四条 用具販売
第２５９条 第二百八十五条 用具販売
第２６０条 第二百八十六条 用具販売
第２６１条 第二百八十七条 用具販売
第２６２条 第二百八十八条 用具販売
第２６３条 第二百八十九条 用具販売
第２６４条 第二百九十条 用具販売
第２６５条 第二百九十一条 用具販売
第２６６条 第二百九十二条 用具販売

条例・省令条番号突合表（指定介護予防サービス等条例）②

Ｈ２３第１０６号附則第八条

Ｈ２７第４号附則第二条

ついて「Ｈ○○第△△号」とあるのは、それぞれ
「平成○○年条例第△△号」
「平成○○年厚生（労働）省令第△△号」
を意味する。

Ｈ２７第４号附則第三条

Ｈ２７第４号附則第五条

Ｈ２７第４号附則第六条

条例又は基準省令改正により追加された附則に

Ｈ２７第４号附則第四条

Ｈ３０第５号附則第四条
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《資料２－３①》 

条例・省令条番号突合表（指定地域密着型サービス条例）① 

 
※条例（指定地域密着型サービス条例） 
＝下関市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成２４年条例第７２

号） 
※基準省令 
＝指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成１８年厚生労働省令第３４号） 

 

 

 
  

条例 基準省令 ｻｰﾋﾞｽ名 条例 基準省令 ｻｰﾋﾞｽ名 条例 基準省令 ｻｰﾋﾞｽ名
第１条 第５８条 第十六条 夜間対応 第８５条 第六十五条 小規模

第５９条 第十七条 夜間対応 第８６条 第六十六条 小規模
第２条 第二条 第６０条 第十八条 夜間対応 第８７条 第六十七条 小規模
第３条 第三条 第６０条の２ 第十九条 地／通所 第８８条 第六十八条 小規模
第４条 第６０条の３ 第二十条 地／通所 第８９条 第六十九条 小規模
第５条 第三条の二 定期巡回 第６０条の４ 第二十一条 地／通所 第９０条 第七十条 小規模
第６条 第三条の三 定期巡回 第６０条の５ 第二十二条 地／通所 第９１条 第七十一条 小規模
第７条 第三条の四 定期巡回 第６０条の６ 第二十三条 地／通所 第９２条 第七十二条 小規模
第８条 第三条の五 定期巡回 第６０条の７ 第二十四条 地／通所 第９３条 第七十三条 小規模
第９条 第三条の六 定期巡回 第６０条の８ 第二十五条 地／通所 第９４条 第七十四条 小規模
第１０条 第三条の七 定期巡回 第６０条の９ 第二十六条 地／通所 第９５条 第七十五条 小規模
第１１条 第三条の八 定期巡回 第６０条の１０ 第二十七条 地／通所 第９６条 第七十六条 小規模
第１２条 第三条の九 定期巡回 第６０条の１１ 第二十八条 地／通所 第９７条 第七十七条 小規模
第１３条 第三条の十 定期巡回 第６０条の１２ 第二十九条 地／通所 第９８条 第七十八条 小規模
第１４条 第三条の十一 定期巡回 第６０条の１３ 第三十条 地／通所 第９９条 第七十九条 小規模
第１５条 第三条の十二 定期巡回 第６０条の１４ 第三十一条 地／通所 第１００条 第八十条 小規模
第１６条 第三条の十三 定期巡回 第６０条の１５ 第三十二条 地／通所 第１０１条 第八十一条 小規模
第１７条 第三条の十四 定期巡回 第６０条の１６ 第三十三条 地／通所 第１０２条 第八十二条 小規模
第１８条 第三条の十五 定期巡回 第６０条の１７ 第三十四条 地／通所 第１０３条 第八十二条の二 小規模
第１９条 第三条の十六 定期巡回 第６０条の１８ 第三十五条 地／通所 第１０４条 第八十三条 小規模
第２０条 第三条の十七 定期巡回 第６０条の１９ 第三十六条 地／通所 第１０５条 第八十四条 小規模
第２１条 第三条の十八 定期巡回 第６０条の２０ 第三十七条 地／通所 第１０７条 第八十六条 小規模
第２２条 第三条の十九 定期巡回 第６０条の２０の２ 第三十七条の二 共生型 第１０８条 第八十七条 小規模
第２３条 第三条の二十 定期巡回 第６０条の２０の３ 第三十七条の三 共生型 第１０９条 第八十八条 小規模
第２４条 第三条の二十一 定期巡回 第６０条の２１ 第三十八条 地／通所 第１１０条 第八十九条 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ
第２５条 第三条の二十二 定期巡回 第６０条の２２ 第三十九条 地／通所 第１１１条 第九十条 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ
第２６条 第三条の二十三 定期巡回 第６０条の２３ 第四十条 地／通所 第１１２条 第九十一条 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ
第２７条 第三条の二十四 定期巡回 第６０条の２４ 第四十条の二 地／通所 第１１３条 第九十二条 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ
第２８条 第三条の二十五 定期巡回 第６０条の２５ 第四十条の三 地／通所 第１１４条 第九十三条 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ
第２９条 第三条の二十六 定期巡回 第６０条の２６ 第四十条の四 地／通所 第１１５条 第九十四条 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ
第３０条 第三条の二十七 定期巡回 第６０条の２７ 第四十条の五 地／通所 第１１６条 第九十五条 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ
第３１条 第三条の二十八 定期巡回 第６０条の２８ 第四十条の六 地／通所 第１１７条 第九十六条 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ
第３２条 第三条の二十九 定期巡回 第６０条の２９ 第四十条の七 地／通所 第１１８条 第九十七条 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ
第３３条 第三条の三十 定期巡回 第６０条の３０ 第四十条の八 地／通所 第１１９条 第九十八条 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ
第３４条 第三条の三十一 定期巡回 第６０条の３１ 第四十条の九 地／通所 第１２０条 第九十九条 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ
第３５条 第三条の三十二 定期巡回 第６０条の３２ 第四十条の十 地／通所 第１２１条 第百条 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ
第３６条 第三条の三十三 定期巡回 第６０条の３３ 第四十条の十一 地／通所 第１２２条 第百一条 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ
第３７条 第三条の三十四 定期巡回 第６０条の３４ 第四十条の十二 地／通所 第１２３条 第百二条 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ
第３８条 第三条の三十五 定期巡回 第６０条の３５ 第四十条の十三 地／通所 第１２４条 第百三条 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ
第３９条 第三条の三十六 定期巡回 第６０条の３６ 第四十条の十四 地／通所 第１２５条 第百四条 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ
第４０条 第三条の三十七 定期巡回 第６０条の３７ 第四十条の十五 地／通所 第１２６条 第百五条 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ
第４１条 第三条の三十八 定期巡回 第６０条の３８ 第四十条の十六 地／通所 第１２７条 第百六条 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ
第４２条 第三条の三十九 定期巡回 第６１条 第四十一条 認／通所 第１２８条 第百七条 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ
第４３条 第三条の四十 定期巡回 第６２条 第四十二条 認／通所 第１２９条 第百八条 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ
第４４条 第三条の四十一 定期巡回 第６３条 第四十三条 認／通所 第１３０条 第百九条 地／特定
第４５条 第三条の四十二 定期巡回 第６４条 第四十四条 認／通所 第１３１条 第百十条 地／特定
第４６条 第四条 夜間対応 第６５条 第四十五条 認／通所 第１３２条 第百十一条 地／特定
第４７条 第五条 夜間対応 第６６条 第四十六条 認／通所 第１３３条 第百十二条 地／特定
第４８条 第六条 夜間対応 第６７条 第四十七条 認／通所 第１３４条 第百十三条 地／特定
第４９条 第七条 夜間対応 第７０条 第五十条 認／通所 第１３５条 第百十四条 地／特定
第５０条 第八条 夜間対応 第７１条 第五十一条 認／通所 第１３６条 第百十五条 地／特定
第５１条 第九条 夜間対応 第７２条 第五十二条 認／通所 第１３７条 第百十六条 地／特定
第５２条 第十条 夜間対応 第７４条 第五十四条 認／通所 第１３８条 第百十七条 地／特定
第５３条 第十一条 夜間対応 第８０条 第六十条 認／通所 第１３９条 第百十八条 地／特定
第５４条 第十二条 夜間対応 第８１条 第六十一条 認／通所 第１４０条 第百十九条 地／特定
第５５条 第十三条 夜間対応 第８２条 第六十二条 小規模 第１４１条 第百二十条 地／特定
第５６条 第十四条 夜間対応 第８３条 第六十三条 小規模 第１４２条 第百二十一条 地／特定
第５７条 第十五条 夜間対応 第８４条 第六十四条 小規模 第１４３条 第百二十二条 地／特定

条例・省令条番号突合表（指定地域密着型サービス条例）①

（趣旨：基準省令と異なる）

第一条（趣旨：条例と異なる）

（申請者：基準省令規定なし）
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《資料２－３②》 

条例・省令条番号突合表（指定地域密着型サービス条例）② 

 
※条例（指定地域密着型サービス条例） 
＝下関市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成２４年条例第７２

号） 
※基準省令 
＝指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成１８年厚生労働省令第３４号） 

 

 

 
  

条例 基準省令 ｻｰﾋﾞｽ名 条例 基準省令 ｻｰﾋﾞｽ名
第１４４条 第百二十三条 地／特定 第２０１条 第百七十九条 複合型
第１４５条 第百二十四条 地／特定 第２０２条 第百八十条 複合型
第１４６条 第百二十五条 地／特定 第２０３条 第百八十一条 複合型
第１４７条 第百二十六条 地／特定 第２０４条 第百八十二条 複合型
第１４８条 第百二十七条 地／特定 附則第１項 附則第一条
第１４９条 第百二十八条 地／特定 附則第２項 附則第二条
第１５０条 第百二十九条 地／特定 附則第３項 附則第七条
第１５１条 （入所定員：基準省令規定なし） 地／特養 附則第４項 附則第八条
第１５２条 第百三十条 地／特養 附則第５項 附則第九条
第１５３条 第百三十一条 地／特養 附則第６項
第１５４条 第百三十二条 地／特養 附則第７項
第１５５条 第百三十三条 地／特養 附則第８項 附則第十一条
第１５６条 第百三十四条 地／特養 附則第９項 附則第十二条（第二項）
第１５７条 第百三十五条 地／特養 附則第１０項 附則第十三条
第１５８条 第百三十六条 地／特養 附則第１１項 附則第十四条
第１５９条 第百三十七条 地／特養 附則第１２項 附則第十五条
第１６０条 第百三十八条 地／特養 附則第１３項 附則第十六条
第１６１条 第百三十九条 地／特養 附則第１４項

第１６２条 第百四十条 地／特養 附則第１５項

第１６３条 第百四十一条 地／特養 附則第１６項

第１６４条 第百四十二条 地／特養 附則第１７項

第１６５条 第百四十三条 地／特養 附則第１８項 Ｈ２３第１２７号附則第四条（第ニ項）

第１６６条 第百四十四条 地／特養 附則第２０項 附則第十七条（H30新設）
第１６７条 第百四十五条 地／特養 附則第２１項 附則第十八条（H30新設）
第１６７条の２ 第百四十五条の二 地・特養 附則第１９項

第１６８条 第百四十六条 地／特養 Ｈ２９第１６

第１６９条 第百四十七条 地／特養 号附則第２項

第１７０条 第百四十八条 地／特養 Ｈ２９第１６

第１７１条 第百四十九条 地／特養 号附則第３項

第１７２条 第百五十条 地／特養
第１７３条 第百五十一条 地／特養
第１７４条 第百五十二条 地／特養
第１７５条 第百五十三条 地／特養
第１７６条 第百五十四条 地／特養
第１７７条 第百五十五条 地／特養
第１７８条 第百五十六条 地／特養
第１７９条 第百五十七条 地／特養
第１８０条 第百五十八条 地／特養
第１８１条 第百五十九条 地／特養
第１８２条 第百六十条 地／特養
第１８３条 第百六十一条 地／特養
第１８４条 第百六十二条 地／特養
第１８５条 第百六十三条 地／特養
第１８６条 第百六十四条 地／特養
第１８７条 第百六十五条 地／特養
第１８８条 第百六十六条 地／特養
第１８９条 第百六十七条 地／特養
第１９０条 第百六十八条 地／特養
第１９１条 第百六十九条 地／特養
第１９２条 第百七十条 複合型
第１９３条 第百七十一条 複合型
第１９４条 第百七十二条 複合型
第１９５条 第百七十三条 複合型
第１９６条 第百七十四条 複合型
第１９７条 第百七十五条 複合型
第１９８条 第百七十六条 複合型
第１９９条 第百七十七条 複合型
第２００条 第百七十八条 複合型

を意味する。
「平成○○年厚生（労働）省令第△△号」

条例・省令条番号突合表（指定地域密着型サービス条例）②

条例又は基準省令改正により追加された附則に
ついて「Ｈ○○第△△号」とあるのは、それぞれ
「平成○○年条例第△△号」

（地／特養：独自基準）

Ｈ２７第４号附則第二条

Ｈ２７第４号附則第四条

附則第十条

Ｈ２３第１０６号附則第七条
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《資料２－４》 

条例・省令条番号突合表（指定地域密着型介護予防サービス条例） 

 
※条例（指定地域密着型介護予防サービス条例） 
＝下関市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係

る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例（平成２４年条例第７３号） 
※基準省令 
＝指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護

予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成１８年厚生労働省令第３６号） 

 

 

  

条例 基準省令 ｻｰﾋﾞｽ名 条例 基準省令 ｻｰﾋﾞｽ名
第１条 第５１条 第五十条 小規模

第５２条 第五十一条 小規模
第２条 第二条 第５３条 第五十二条 小規模
第３条 第三条 第５４条 第五十三条 小規模
第４条 第５５条 第五十四条 小規模
第５条 第四条 認／通所 第５６条 第五十五条 小規模
第６条 第五条 認／通所 第５７条 第五十六条 小規模
第７条 第六条 認／通所 第５８条 第五十七条 小規模
第８条 第七条 認／通所 第５９条 第五十八条 小規模
第９条 第八条 認／通所 第６０条 第五十八条の二 小規模
第１０条 第九条 認／通所 第６１条 第五十九条 小規模
第１１条 第十条 認／通所 第６２条 第六十条 小規模
第１２条 第十一条 認／通所 第６４条 第六十二条 小規模
第１３条 第十二条 認／通所 第６５条 第六十三条 小規模
第１４条 第十三条 認／通所 第６６条 第六十四条 小規模
第１５条 第十四条 認／通所 第６７条 第六十五条 小規模
第１６条 第十五条 認／通所 第６８条 第六十六条 小規模
第１７条 第十六条 認／通所 第６９条 第六十七条 小規模
第１８条 第十七条 認／通所 第７０条 第六十八条 小規模
第１９条 第十八条 認／通所 第７１条 第六十九条 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ
第２０条 第十九条 認／通所 第７２条 第七十条 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ
第２１条 第二十条 認／通所 第７３条 第七十一条 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ
第２２条 第二十一条 認／通所 第７４条 第七十二条 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ
第２３条 第二十二条 認／通所 第７５条 第七十三条 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ
第２４条 第二十三条 認／通所 第７６条 第七十四条 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ
第２５条 第二十四条 認／通所 第７７条 第七十五条 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ
第２６条 第二十五条 認／通所 第７８条 第七十六条 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ
第２７条 第二十六条 認／通所 第７９条 第七十七条 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ
第２８条 第二十七条 認／通所 第８０条 第七十八条 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ
第２９条 第二十八条 認／通所 第８１条 第七十九条 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ
第３０条 第二十九条 認／通所 第８２条 第八十条 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ
第３１条 第三十条 認／通所 第８３条 第八十一条 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ
第３２条 第三十一条 認／通所 第８４条 第八十二条 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ
第３３条 第三十二条 認／通所 第８５条 第八十三条 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ
第３４条 第三十三条 認／通所 第８６条 第八十四条 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ
第３５条 第三十四条 認／通所 第８７条 第八十五条 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ
第３６条 第三十五条 認／通所 第８８条 第八十六条 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ
第３７条 第三十六条 認／通所 第８９条 第八十七条 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ
第３８条 第三十七条 認／通所 第９０条 第八十八条 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ
第３９条 第三十八条 認／通所 第９１条 第八十九条 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ
第４０条 第三十九条 認／通所 附則第１項 附則第一条
第４１条 第四十条 認／通所 附則第２項 附則第二条
第４２条 第四十一条 認／通所 附則第３項 附則第七条
第４３条 第四十二条 認／通所 附則第４項 附則第八条
第４４条 第四十三条 小規模
第４５条 第四十四条 小規模
第４６条 第四十五条 小規模
第４７条 第四十六条 小規模
第４８条 第四十七条 小規模
第４９条 第四十八条 小規模
第５０条 第四十九条 小規模

条例・省令条番号突合表（指定地域密着型介護予防サービス条例）

（趣旨：基準省令と異なる）

第一条（趣旨：条例と異なる）

（申請者：基準省令規定なし）
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《資料２－５》 

条例・省令条番号突合表（指定介護老人福祉施設条例） 

 
※条例（指定介護老人福祉施設条例） 
＝下関市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成２４年条例第７４号） 

※基準省令 
＝指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準（平成１１年厚生省令第３９号） 

 

 

 
  

条例 基準省令 条例 基準省令
第１条 （趣旨：基準省令と異なる） 第５１条 第四十六条

第一条（趣旨：条例と異なる） 第５２条 第四十七条
第２条 第一条の二 第５３条 第四十八条
第３条 （入所定員：基準省令規定なし） 第５４条 第四十九条
第４条 第二条 附則第１項 附則第一条
第５条 第三条 附則第２項
第６条 第四条 附則第３項
第７条 第四条の二 附則第４項 附則第五条
第８条 第四条の三 附則第５項 附則第六条
第９条 第五条 附則第６項 附則第七条
第１０条 第六条 附則第７項 附則第八条
第１１条 第七条 附則第８項 附則第九条
第１２条 第八条 附則第９項 Ｈ１４第１４号附則（第ニ項）
第１３条 第九条 附則第１０項 Ｈ１５第３０号附則第三条（第二項）
第１４条 第十条 附則第１１項 Ｈ１５第３０号附則第四条
第１５条 第十一条 附則第１２項 Ｈ１７第１３９号附則第四条
第１６条 第十二条 附則第１３項 Ｈ２３第１０６号附則第三条（第一項）

第１７条 第十三条 附則第１４項 Ｈ２３第１２７号附則第三条（第ニ項）

第１８条 第十四条
第１９条 第十五条
第２０条 第十六条
第２１条 第十七条
第２２条 第十八条
第２３条 第十九条
第２４条 第二十条
第２４条の２ 第二十条の二
第２５条 第二十一条
第２６条 第二十二条
第２７条 第二十二条の二
第２８条 第二十三条
第２９条 第二十四条
第３０条 第二十五条
第３１条 第二十六条
第３２条 第二十七条
第３３条 第二十八条
第３４条 第二十九条
第３５条 第三十条
第３６条 第三十一条
第３７条 第三十二条
第３８条 第三十三条
第３９条 第三十四条
第４０条 第三十五条
第４１条 第三十六条
第４２条 第三十七条
第４３条 第三十八条
第４４条 第三十九条
第４５条 第四十条
第４６条 第四十一条
第４７条 第四十二条
第４８条 第四十三条
第４９条 第四十四条
第５０条 第四十五条

基準省令改正により追加された附則について
「Ｈ○○第△△号」とあるのは
「平成○○年厚生（労働）省令第△△号」
を意味する。

条例・省令条番号突合表（指定介護老人福祉施設条例）

附則第四条
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《資料２－６》 

条例・省令条番号突合表（介護老人保健施設条例） 

 
※条例（介護老人保健施設条例） 

＝下関市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例（平成２４年条例第７５号） 

※基準省令 

＝介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準（平成１１年厚生省令第４０号） 

 

 
  

条例 基準省令 条例 基準省令
第１条 （趣旨：基準省令と異なる） 第５１条 第四十八条

第一条（趣旨：条例と異なる） 第５２条 第四十九条
第２条 第一条の二 第５３条 第五十条
第３条 第二条 附則第１項 附則第一条
第４条 第三条 附則第２項 附則第五条
第５条 第四条 附則第３項 附則第六条
第６条 第五条 附則第４項 附則第七条
第７条 第五条の二 附則第５項 附則第十二条
第８条 第五条の三 附則第６項 附則第十五条（第二項）
第９条 第六条 附則第７項 附則第十六条（第一項）
第１０条 第七条 附則第８項 附則第十七条
第１１条 第八条 附則第９項 附則第十八条
第１２条 第九条 附則第１０項 附則第十九条
第１３条 第十一条 附則第１１項 Ｈ１４第１４号附則（第ニ項）
第１４条 第十二条 附則第１２項 Ｈ１７第１３９号附則第五条（第二項）

第１５条 第十三条 附則第１３項

第１６条 第十四条 附則第１４項

第１７条 第十五条 附則第１５項 Ｈ１８第３３号第九条
第１８条 第十六条 附則第１６項 Ｈ２３第１０６号附則第四条
第１９条 第十七条
第２０条 第十八条
第２１条 第十九条
第２２条 第二十条
第２３条 第二十一条
第２４条 第二十二条
第２５条 第二十三条
第２６条 第二十四条
第２７条 第二十四条の二
第２８条 第二十五条
第２９条 第二十六条
第３０条 第二十七条
第３１条 第二十八条
第３２条 第二十九条
第３３条 第三十条
第３４条 第三十一条
第３５条 第三十二条
第３６条 第三十三条
第３７条 第三十四条
第３８条 第三十五条
第３９条 第三十六条
第４０条 第三十七条
第４１条 第三十八条
第４２条 第三十九条
第４３条 第四十条
第４４条 第四十一条
第４５条 第四十二条
第４６条 第四十三条
第４７条 第四十四条
第４８条 第四十五条
第４９条 第四十六条
第５０条 第四十七条

条例・省令条番号突合表（介護老人保健施設条例）

基準省令改正により追加された附則について
「Ｈ○○第△△号」とあるのは
「平成○○年厚生（労働）省令第△△号」
を意味する。

Ｈ１７第１３９号附則第六条
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《資料２－７》 

条例・省令条番号突合表（指定介護療養型医療施設条例） 

 
※条例（指定介護療養型医療施設条例） 

＝下関市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２４年条例第７６号） 

※基準省令 

＝指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準（平成１１年厚生省令第４１号） 

 
 

 

条例 基準省令 条例 基準省令
第１条 （趣旨：基準省令と異なる） 第５１条 第四十七条

第一条（趣旨：条例と異なる） 第５２条 第四十八条
第２条 第一条のニ 第５３条 第四十九条
第３条 第二条 第５４条 第五十条
第４条 第三条 附則第１項 附則第一条
第５条 第四条 附則第２項 附則第四条
第６条 第五条 附則第３項 附則第五条
第７条 第六条 附則第４項 附則第六条
第８条 第六条のニ 附則第５項 附則第十条
第９条 第六条の三 附則第６項 附則第十五条
第１０条 第七条 附則第７項 附則第十六条
第１１条 第八条 附則第８項 附則第十七条
第１２条 第九条 附則第９項 附則第十八条
第１３条 第十条 附則第１０項 附則第十九条
第１４条 第十二条 附則第１１項 附則第二十条
第１５条 第十三条 附則第１２項 附則第二十一条
第１６条 第十四条 附則第１３項 Ｈ１３第８号附則第三十九条（第三項）

第１７条 第十五条 附則第１４項 Ｈ１３第８号附則第四十条
第１８条 第十六条 附則第１５項 Ｈ１３第８号附則第四十一条
第１９条 第十七条 附則第１６項 Ｈ１４第１４号附則（第ニ項）
第２０条 第十八条 附則第１７項 Ｈ１７第１０４号附則（第ニ項）
第２１条 第十九条 附則第１８項

第２２条 第二十条 附則第１９項

第２３条 第二十一条 附則第２０項

第２４条 第二十二条 附則第２１項

第２５条 第二十三条 附則第２２項 Ｈ１９第１３号（第二項）
第２６条 第二十三条の二 附則第２３項 Ｈ２３第１０６号附則第五条
第２７条 第二十四条
第２８条 第二十五条
第２９条 第二十六条
第３０条 第二十七条
第３１条 第二十八条
第３２条 第二十八条の二
第３３条 第二十九条
第３４条 第三十条
第３５条 第三十一条
第３６条 第三十二条
第３７条 第三十三条
第３８条 第三十四条
第３９条 第三十五条
第４０条 第三十六条
第４１条 第三十七条
第４２条 第三十八条
第４３条 第三十九条
第４４条 第四十条
第４５条 第四十一条
第４６条 第四十二条
第４７条 第四十三条
第４８条 第四十四条
第４９条 第四十五条
第５０条 第四十六条

条例・省令条番号突合表（指定介護療養型医療施設条例）

基準省令改正により追加された附則について
「Ｈ○○第△△号」とあるのは
「平成○○年厚生（労働）省令第△△号」
を意味する。

Ｈ１７第１３９号第七条

Ｈ１７第１３９号第八条
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《資料２－８》 

条例・省令条番号突合表（指定居宅介護支援等条例） 

 
※条例（指定居宅介護支援等条例） 

＝下関市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例（平成２６年条例第７８号） 

※基準省令 

＝指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準（平成１１年厚生省令第３８号） 

 

 

 
 
  

条例 基準省令
第１条 （趣旨：基準省令と異なる）

第一条（趣旨：条例と異なる）
第２条 第一条の二
第３条 （申請者：基準省令規定なし）
第４条 第二条
第５条 第三条
第６条 第四条
第７条 第五条
第８条 第六条
第９条 第七条
第１０条 第八条
第１１条 第九条
第１２条 第十条
第１３条 第十一条
第１４条 第十二条
第１５条 第十三条
第１６条 第十四条
第１７条 第十五条
第１８条 第十六条
第１９条 第十七条
第２０条 第十八条
第２１条 第十九条
第２２条 第二十条
第２３条 第二十一条
第２４条 第二十二条
第２５条 第二十三条
第２６条 第二十四条
第２７条 第二十五条
第２８条 第二十六条
第２９条 第二十七条
第３０条 第二十八条
第３１条 第二十九条
第３２条 第三十条
附則第１項 附則
附則第２項 （他条例改正：基準省令規定なし）

附則第３項 （他条例改正：基準省令規定なし）

条例・省令条番号突合表（指定居宅介護支援等条例）
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《資料２－９》 

条例・省令条番号突合表（指定介護予防支援等条例） 

 
※条例（指定介護予防支援等条例） 

＝下関市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支

援の方法に関する基準等を定める条例（平成２６年条例第７９号） 

※基準省令 

＝指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方

法に関する基準（平成１８年厚生労働省令第３７号） 

 

 
  

条例 基準省令
第１条 （趣旨：基準省令と異なる）

第一条（趣旨：条例と異なる）
第２条 第一条の二
第３条 （申請者：基準省令規定なし）
第４条 第二条
第５条 第三条
第６条 第四条
第７条 第五条
第８条 第六条
第９条 第七条
第１０条 第八条
第１１条 第九条
第１２条 第十条
第１３条 第十一条
第１４条 第十二条
第１５条 第十三条
第１６条 第十四条
第１７条 第十五条
第１８条 第十六条
第１９条 第十七条
第２０条 第十八条
第２１条 第十九条
第２２条 第二十条
第２３条 第二十一条
第２４条 第二十二条
第２５条 第二十三条
第２６条 第二十四条
第２７条 第二十五条
第２８条 第二十六条
第２９条 第二十七条
第３０条 第二十八条
第３１条 第二十九条
第３２条 第三十条
第３３条 第三十一条
第３４条 第三十二条
附則第１項 附則第一項
附則第２項 （他条例改正：基準省令規定なし）

附則第３項 （他条例改正：基準省令規定なし）

条例・省令条番号突合表（指定介護予防支援等条例）
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《資料２－１０》 

条例・省令条番号突合表（介護医療院条例） 

 
※条例（介護医療院条例） 

＝下関市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例（平成３０年条例第３４号） 

※基準省令 

＝介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準（平成３０年厚生労働省令第５号） 

 

 
 

 
 

条例 基準省令 条例 基準省令
第１条 （趣旨：基準省令と異なる） 第５１条 第五十一条

第一条（趣旨：条例と異なる） 第５２条 第五十二条
第２条 第二条 第５３条 第五十三条
第３条 第三条 第５４条 第五十四条
第４条 第四条 附則第１項 附則第一条
第５条 第五条 附則第２項 附則第二条
第６条 第六条 附則第３項 附則第四条
第７条 第七条 附則第４項 附則第五条
第８条 第八条 附則第５項 附則第六条
第９条 第九条 附則第６項 附則第九条
第１０条 第十条 附則第７項 附則第十条（第一項
第１１条 第十一条
第１２条 第十二条
第１３条 第十三条
第１４条 第十四条
第１５条 第十五条
第１６条 第十六条
第１７条 第十七条
第１８条 第十八条
第１９条 第十九条
第２０条 第二十条
第２１条 第二十一条
第２２条 第二十二条
第２３条 第二十三条
第２４条 第二十四条
第２５条 第二十五条
第２６条 第二十六条
第２７条 第二十七条
第２８条 第二十八条
第２９条 第二十九条
第３０条 第三十条
第３１条 第三十一条
第３２条 第三十二条
第３３条 第三十三条
第３４条 第三十四条
第３５条 第三十五条
第３６条 第三十六条
第３７条 第三十七条
第３８条 第三十八条
第３９条 第三十九条
第４０条 第四十条
第４１条 第四十一条
第４２条 第四十二条
第４３条 第四十三条
第４４条 第四十四条
第４５条 第四十五条
第４６条 第四十六条
第４７条 第四十七条
第４８条 第四十八条
第４９条 第四十九条
第５０条 第五十条

条例・省令条番号突合表（介護医療院条例）
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《資料３》 

「基準省令の取扱いに係る通知等」の例 

 

※本資料は、「介護保険サービスの事業及び施設の基準等を定める条例の内容及

び運用について」（平成２５年２月１４日下関市福祉部介護保険課作成）にお

ける「基準省令の取扱いに係る通知等」を例示したものです。 

 なお、以下の通知等はあくまでも例示であり、「基準省令の取扱いに係る通知

等」の一部にすぎませんのでご注意ください。 

 

〔「基準省令の取扱いに係る通知等」の例〕 

・指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について（平

成１１年９月１７日老企第２５号） 

・指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準

について（平成１８年３月３１日老計発第０３３１００４号・老振発第０３

３１００４号・老老発第０３３１０１７号） 

・指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準について（平成１

２年３月１７日老企第４３号） 

・介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準について（平

成１２年３月１７日老企第４４号） 

・健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定により

なおその効力を有するものとされた指定介護療養型医療施設の人員、設備及

び運営に関する基準について（平成１２年３月１７日老企第４５号） 

・指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について（平成１１

年７月２９日老企第２２号） 

・指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る

介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準について（平成１８年３

月３１日老振発第０３３１００３号・老老発第０３３１０１６号） 

・介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準について（平成３

０年３月２２日老企第４４号老老発０３２２第１号） 

・介護サービス関係Ｑ＆Ａ（厚生労働省公式ウェブサイト） 


